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十
三

利
用
者
負
担
額

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
費
用
基
準
額
か
ら
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
き

支
給
さ
れ
た
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。

十
四

法
定
代
理
受
領

法
第
二
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
決
定
障
害
者
が
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に

支
払
う
べ
き
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
（
特
定
費
用
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
介
護
給
付
費
又
は

訓
練
等
給
付
費
と
し
て
当
該
支
給
決
定
障
害
者
に
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
に

代
わ
り
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

十
五

常
勤
換
算
方
法

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
従
業
者
の
勤
務
延
べ
時
間
数
を
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設

等
に
お
い
て
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の

従
業
者
の
員
数
を
常
勤
の
従
業
者
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。

十
六

昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
が
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
施
設
入
所

支
援
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
一
般
原
則
）

第
三
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
の
意
向
、
適
性
、障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画（
以

下
「
個
別
支
援
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
利
用
者
に
対
し
て
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
利

用
者
に
対
し
て
適
切
か
つ
効
果
的
に
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当
該
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
施

設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要

な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
節

人
員
に
関
す
る
基
準

（
従
業
者
の
員
数
）

第
四
条

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

生
活
介
護
を
行
う
場
合

イ

生
活
介
護
を
行
う
場
合
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

\

医
師

利
用
者
に
対
し
て
日
常
生
活
上
の
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数

]

看
護
職
員
（
保
健
師
又
は
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
理
学
療
法
士
又
は
作
業

療
法
士
及
び
生
活
支
援
員

^

看
護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
生
活
支
援
員
の
総
数
は
、生
活
介
護
の
単
位
ご
と
に
、

常
勤
換
算
方
法
で
、
Ë
か
ら
ã
ま
で
に
掲
げ
る
平
均
障
害
程
度
区
分
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
障
害
程
度
区
分
の
平
均
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
Ë
か
ら
ã
ま
で

に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

Ë

平
均
障
害
程
度
区
分
が
四
未
満

利
用
者
の
数
を
六
で
除
し
た
数
以
上

ô

平
均
障
害
程
度
区
分
が
四
以
上
五
未
満

利
用
者
の
数
を
五
で
除
し
た
数
以
上

ã

平
均
障
害
程
度
区
分
が
五
以
上

利
用
者
の
数
を
三
で
除
し
た
数
以
上

_

看
護
職
員
の
数
は
、
生
活
介
護
の
単
位
ご
と
に
、
一
以
上
と
す
る
。

`

理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
数
は
、
利
用
者
に
対
し
て
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
の
減

退
を
防
止
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
場
合
は
、
生
活
介
護
の
単
位
ご
と
に
、
当
該
訓
練
を
行
う
た
め
に
必

要
な
数
と
す
る
。

a

生
活
支
援
員
の
数
は
、
生
活
介
護
の
単
位
ご
と
に
、
一
以
上
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
自
立
支
援
法

に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
e

第
三
条
）

第
二
章

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
節

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
二
節

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
六
条
）

第
三
節

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
七
条
e

第
五
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
四
条
第
一
項
の

基
準
及
び
同
条
第
二
項
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

利
用
者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
障
害
者
を
い
う
。

二

施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

三

支
給
決
定

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
い
う
。

四

支
給
決
定
障
害
者

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
支
給
決
定
を
受
け
た
障
害
者
を
い

う
。

五

支
給
量

法
第
二
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
量
を
い
う
。

六

受
給
者
証

法
第
二
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
給
者
証
を
い
う
。

七

支
給
決
定
の
有
効
期
間

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
支
給
決
定
の
有
効
期
間
を
い
う
。

八

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

九

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。

十

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

等
を
い
う
。

十
一

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
を
い
う
。

十
二

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
費
用
基
準
額

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
き
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
（
特
定
費
用（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
費
用
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

を
除
く
。）の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
の
額
）
を
い
う
。

（
従
た
る
事
業
所
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

指
定
特
定
身
体
障
害
者
授
産
施
設
又
は
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
若
し
く
は
指
定
特
定
知
的
障
害
者

授
産
施
設
が
、
指
定
生
活
介
護
の
事
業
、
指
定
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の
事
業
、
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

の
事
業
、
指
定
就
労
移
行
支
援
の
事
業
、
指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
事
業
又
は
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
事
業

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
分
場
（
整
備
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
身
体
障
害
者
更

生
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
並

び
に
旧
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
指
定
基
準
第
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
分
場
を
い

い
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
、
基
本
的
な
設
備
が
完
成
し
て
い
る
も
の
を
含
み
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
後
に
増
築
さ

れ
、
又
は
改
築
さ
れ
る
等
建
物
の
構
造
を
変
更
し
た
も
の
を
除
く
。）を
指
定
生
活
介
護
事
業
所
、指
定
自
立
訓
練（
機

能
訓
練
）
事
業
所
、
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
所
、
指
定
就
労
移
行
支
援
事
業
所
、
指
定
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
事
業
所
又
は
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
と
一
体
的
に
管
理
運
営
を
行
う
事
業
所
と
し
て
設
置
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
十
九
条
第
二
項
（
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
七
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
八

十
七
条
及
び
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
従
た
る
事
業
所
に
置
か
れ
る
従
業
者
（
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
を
除
く
。）の
う
ち
一
人
以
上
は
、
専
ら
当
該
従

た
る
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

� 


		2006-09-28T12:25:46+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




